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農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会（第２回） 

 

                         令和５年２月２２日（水） 

                         １３：３０～１５：１２ 

                         農林水産省消費・安全局第３会議室 

                         （ＷＥＢ会議形式による開催） 

 

議 事 次 第 

 

   １ 開 会 

   ２ 議 事 

     （１）農薬取締法（昭和23年法律第82号）第３条第１項の農薬の登録に係る生物農薬（青枯病菌 

        感染性バクテリオファージＲＫＰ181）の評価に関する事項について 

     （２）その他 

   ３ 閉 会 
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午後１時３０分 開会 

○農薬対策室長 委員の先生方、もう始めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 それでは、皆様、カメラをオンにしていただければと思います。 

 ただいまから、農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会（第２回）を開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、御出席いただきまして、ありがとうございます。 

 事務局を務めます、農産安全管理課農薬対策室長の●●●でございます。部会長に議事をお願いするまで

の間、司会進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 本日の生物農薬評価部会は第２回目の会合となりまして、今回は、農薬取締法第３条第１項の農薬の登録

に係る生物農薬（青枯病菌感染性バクテリオファージＲＫＰ181）の評価に関する事項について、その他とい

たしまして、第１回目の会合にて審議いただきましたボーベリア バシアーナＡＴＣＣ74040生物農薬評価書

（案）に対する意見募集の結果に対する考え方について、御審議を頂きます。 

 本日は、委員の方２名、専門委員の方３名に御出席いただいております。本日出席いただいている先生方

を御紹介いたします。 

 お手元に、資料２、農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会（第２回）出席者名簿を配付しておりま

すので、そちらも併せて御参照ください。 

 有江委員でございます。 

 小西委員でございます。 

 後藤専門委員でございます。 

 小坂専門委員でございます。使用者安全の審議のため、御出席いただきます。 

○小坂専門委員 よろしくお願いします。 

○農薬対策室長  

 中村専門委員でございます。蜜蜂影響評価の審議のため、御出席いただきます。 

○中村専門委員 よろしくお願いいたします。 

○農薬対策室長 

 さて、本部会は、農業資材審議会令第７条第１項で委員の過半数の御出席で会が成立すると規定されてお

ります。本日は２名とも御出席いただいておりますので、本部会は成立しておりますことを御報告申し上げ

ます。 

 今回は完全なリモートでの開催となりますので、進行に不都合が生じるかもしれませんが、御容赦いただ

けますと幸いです。 

 委員の皆様におかれましては、差し支えなければ常時カメラをオンにしていただきました上で、発言希望
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等ございましたら、画面右側の参加者一覧の挙手のアイコンがありますので、そちらを押していただければ

と思います。 

 なお、基本的には挙手制で進められればと思いますが、挙手以外でも、気になることございましたら、会

議途中に御自身でミュートを外して御発言いただければと存じます。 

 また、チャットボックス機能もございますので、音声トラブル等ございましたら、当該チャットボックス

より御連絡いただけますと幸いです。 

 本日、画像がときどき止まることがございまして、回線の状態が悪いのかなと思いますので、特にこちら

からの説明の中で音が聞こえない等ございましたら、御遠慮なくチャットにて御指摘いただければと思いま

す。 

 では、本日の生物農薬評価部会では、個別の農薬についての評価を頂きます。個別剤への評価の検討には、

申請者の知的財産でもあります各種の試験成績が必要であり、審議会の原則に従い公開にすれば、悪意のあ

る第三者に自己の利益のために利用されるおそれがございます。申請者の知的財産権の侵害を防止して、審

議に必要な資料が悪意のある第三者への漏洩を懸念することなく申請者から円滑に提出されるようにするた

め、個別の農薬の蜜蜂への影響評価に関する審議の議事・資料は非公開とさせていただきます。 

 なお、審議終了後には、関連ファイルを削除いただきますとともに、送付資料については回収させていた

だきますので、後日、返却のほど、よろしくお願いいたします。 

 では、本日の配付資料を御確認いただきたいと思います。 

 資料１、議事次第でございます。資料２が、先ほども御覧いただきました出席者名簿でございます。資料

３が、青枯病菌感染性バクテリオファージＲＫＰ181生物農薬評価書（案）でございます。資料４が、ボーベ

リア バシアーナＡＴＣＣ74040生物農薬評価書（案）に対する意見募集の結果についてでございます。参考

資料１と参考資料２が、微生物農薬の登録申請に関係します、現行の局長通知及び課長通知でございます。

参考資料の３が農薬取締法。参考資料の４が、農薬取締法第４条第１項第５号に掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める件。参考資料の５～７までは、農業資材審議会令及び関連する議事規則、設置規程でご

ざいます。 

 もしも、お手元に足りないものがございましたら、会議の途中でも結構ですので、事務局までお申し付け

ください。 

 では、これからの議事進行は●●●にお願いいたします。 

○●●● それでは、●●●でございます。 

 本日は、皆様、御多忙中御出席を頂きまして、どうもありがとうございます。是非、慎重で、かつ活発な

御審議を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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 それでは、今日、先ほど御紹介いただいたように２つの議事がございますけれども、まず、１つ目として、

１つの有効成分についての評価に関して議論を頂きたいと思っております。 

 青枯病菌感染性バクテリオファージについては、令和４年12月22日付けで農林水産大臣から諮問されてお

ります。 

 それから、審議に当たりましては、先ほど事務局からも御説明ありましたけれども、公開することによっ

て特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがありますので、非公開とさせていただきますの

で、御承知おきいただきたいと思います。 

 まず、審議に入ります前に、利益相反の状況について御報告をお願いいたします。事務局、よろしくお願

いいたします。 

○農薬対策室長 平成30年９月14日の農業資材審議会農薬分科会で決定いただきました利益相反の規定に基

づいて、皆様に利益相反について事前に確認させていただきました。 

 本日審議いたします青枯病菌感染性バクテリオファージについて、委員の皆様から、利益相反に関して、

特段の申出はありませんでしたので、御報告いたします。 

○●●● どうもありがとうございます。皆さんもよろしいでしょうか。 

 そうしましたら、これから、農薬取締法（昭和23年法律第82号）第３条第１項の農薬の登録に係る生物農

薬（青枯病菌感染性バクテリオファージＲＫＰ181）の評価に関する事項についての審議に入りたいと思いま

す。 

 資料３に基づきまして、事務局の方から説明を、まずお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○農薬審査官 事務局の●●●でございます。 

 そうしましたら、資料３でございます。青枯病菌感染性バクテリオファージＲＫＰ181の生物農薬評価書、

これについて、資料に沿って御説明させていただきます。 

●●●でございます。よろしくお願いします。 

 評価書、３ページから御説明させていただきます。 

 まず、有効成分の概要です。 

 申請者、パネフリ工業株式会社。  

 登録名は青枯病菌感染性バクテリオファージ。 

 一般名、青枯病菌感染性バクテリオファージＲＫＰ181。 

 英名、Ralstonia virus RKP181。 

 和名は青枯病菌感染性バクテリオファージＲＫＰ181です。 
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 次、学名及び分類学上の位置です。 

 学名、Ralstonia virus RKP181。 

 分類学上の位置は、門がウロウイルス門、綱がカドウイルス綱、目がカドウイルス目、科は

Autographiviridae、属については未分類、種、Ralstonia virus RKP181、株、ＲＫＰ181です。 

 属が未分類となっていることにつきましては、ＯＥＣＤのバクテリオファージに係るガイドラインによれ

ば、バクテリオファージは日常的に新たな種が発見されているというような状況でございますので、多くの

場合、属までの決定はされていない状況にあります。 

 また、ＩＣＴＶ、国際ウイルス分類委員会のデータベースにおいては、Ralstonia virusは３つの株で今の

ところ属が決定されていますが、こちらの属名は大変流動的な状況でございまして、年によって属に変更が

あった株がございました。 

 一方で、ウイルスの種名の決定についてですが、宿主によって種名が決定され、株名まで含めて種名とす

ることになっているため、上位分類である属は決定しなくても、種名が決定できる状況にあります。 

 なお、科については、申請者によれば、電子顕微鏡による形態学的分析及び全ゲノム解析により判明した

近縁種、Ralstonia phage、２種類がございますけれども、その２つの近縁種がAutographiviridae科に分類さ

れており、こちらの相同性及び被覆率から、本ファージも同じAutographiviridae科と決定したということで

ございます。 

 以上の状況から、属については未分類という記載としております。 

 １．２．４の生物学的性質です。 

 生育条件ですが、青枯病菌に感染、増殖することから、青枯病菌の生育条件であります、およそ20℃～

37℃と一致しております。 

 宿主域ですが、Ralstonia virus RKP181は青枯病菌を宿主としており、国内のトマト、ナス、ショウガ、ウ

オン、エゴマ等より分離された青枯病菌100株以上全てに感染することが確認されております。 

 次に、生活史、作用機作です。次のページにまたぎますが、Ralstonia virus RKP181は青枯病菌に感染し、

増殖、溶菌することで青枯病菌に殺菌作用を示します。増殖した当該ファージは、さらに周囲に存在します

青枯病菌に対し、物理的接触により感染、増殖、溶菌を繰り返します。一方、青枯病菌に接触できなかった

当該ファージは失活していくというものでございます。 

 次に、毒素の存在又は産生及びその性質です。Ralstonia virus RKP181のゲノム全塩基配列から、遺伝子及

びその機能を推定した結果、既知の毒素産生に関わる遺伝子は特定されておりません。また、これまでに当

該ファージの青枯病菌以外への毒性について報告はされておりません。 

 次に、自然界における存在及び地理的分布です。Ralstonia virus RKP181は新潟県の青枯病菌汚染土壌から
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分離、採取されたものですが、採取地近隣の青枯病菌非汚染土壌からは分離はされませんでした。また、別

の年の同一汚染圃場からは当該ファージは分離されなかったことから、分布については限定的かつ非潜在的

というふうに考えております。 

 次に、５ページ目です。 

 製剤の概要です。 

 種類は青枯病菌感染性バクテリオファージＲＫＰ181液剤。名称は青枯革命。 

 用途は殺菌剤です。 

 組成につきましては、青枯病菌感染性バクテリオファージＲＫＰ181、これを1.0×1010 PFU/mL含むもので、

残りは水となっております。 

 適用病害虫の範囲及び使用方法ですが、こちら、作物名、トマト、適用病害名は青枯病です。希釈倍数、

100倍した液を定植２日前に５分間苗浸漬するものです。 

 諸外国における登録に関する情報ですが、令和３年１月現在、諸外国での登録はございません。 

 次に、６ページ目の３．物理的・化学的性状です。 

 製剤の物理的・化学的性状ですが、こちらの代表的ロットを用いた試験結果を表の３－１に示しておりま

す。外観、原液安定性、希釈液安定性、密度、それぞれの試験方法、試験結果を記載しております。 

 それから、経時安定性ですが、本剤を用いて実施しました経時安定性試験の結果、４℃で３か月保存にお

いて、有効成分含有濃度及び外観に問題はございませんでした。この結果から、本剤の使用期限を３か月、

４℃保存とすることを妥当と判断しております。 

○農薬審査官 では、続きまして、毒性試験の試験結果概要につきましては、●●●から御説明させていた

だきます。 

 ７ページを御覧ください。 

 本剤については、原体及び製剤を用いまして、毒性試験が各種提出されております。 

 まず、単回経口投与試験について御説明いたします。 

 こちらは原体を用いまして、ラットの雌雄にて実施されました。１匹当たり、経口投与で1.0×10８ PFUを

投与しております。 

 試験の結果ですけれども、一般状態の観察及び死亡について観察したところ、死亡例はなく、毒性兆候も

認められませんでした。 

 また、体重にも影響は認められませんでした。 

 剖検の結果、肉眼的病理検査の結果ですけれども、異常は認められておりません。 

 体外への排出状況ですけれども、糞中には、投与１日目に1.2×10４～1.9×10５ PFU/gで検出されておりま
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す。投与３日目には１×10２～1.4×10３ PFU/gが検出されております。投与７日目には、10匹中１匹において、

１×10２ PFU/gが検出されており、14日目後にはプラークは検出されておりません。 

 体内における生残状況についてです。投与３日目に肝臓、肺、小腸、大腸にて検出されております。投与

14日目に胃、小腸、大腸にて３プレート中１プレートで１プラークが検出されておりますが、いずれも投与

７日目及び21日目にはプラークは検出されておりません。腎臓、脳、脾臓、腸間膜リンパ節及び血液では微

生物は検出されておりません。 

 以上のことから、感染性、病原性、毒性及び生残性は認められなかったと判断しております。 

 次に、単回経皮投与試験について御説明いたします。 

 こちらについては、製剤を用いまして、ウサギ雌雄各５匹にて実施しております。動物当たり、1.0×1011 

PFUを投与するような形で実施しております。 

 本試験では、経皮投与のほかに、皮膚刺激についても観察をしております。試験の結果については、ペー

ジをめくっていただいて、８ページに記載しております。 

 一般状態の観察の結果ですけれども、死亡例はなく、毒性兆候も認められませんでした。 

 体重につきましても、影響は認められませんでした。 

 剖検の結果、雌で肝臓に膿瘍が認められましたが、雌雄合わせて10匹中１匹のみでの発現であったことか

ら、投与に関連するものではないと考えられました。 

 皮膚刺激性は認められておりません。 

 以上の試験結果から、皮膚刺激性及び経皮毒性は認められなかったと結論づけております。 

 次に、単回経気道投与試験の結果について御説明いたします。 

 原体を用いまして、ラットの雌雄にて実施しております。経気道に、動物当たり、1.0×10８ PFUを投与す

る形で実施しております。 

 一般状態観察及び死亡についてですけれども、死亡例はありませんでした。 

 呼吸音異常が認められておりまして、投与１時間目に溶媒対照群の雌雄全例、それと投与群の雄雌、それ

ぞれに認められております。投与１日目に投与群の雄、投与２日目及び３日目に投与群の雄１例について認

められておりますけれども、投与４日目以降、呼吸音の異常は認められておりません。対照群の雌雄全例で

認められていることから、経気道投与に伴う非特異的な変化と考えられております。 

 体重については、影響は認められておりません。 

 剖検の結果ですけれども、投与後３日目に雄１例で肺に限局性の出血痕が認められておりますが、全身状

態の悪化を伴うものではなく、肺や気管などの気道では被験微生物は消失していることから、本変化は病原

性や毒性を示唆するものではないと考えられました。 
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 次に、体内における生残状況についてです。肺において、投与直後に7.4×10６ PFU/g又は溶菌多数のため、

プラークをカウントできない程度に被験微生物が検出されております。投与３日目には9.0×10２～5.3×10３ 

PFU/g検出されております。７日目には1.0×10２ PFU/gで、雌１匹にて検出されておりますが、ほかに雌１匹

にて３プレート中１プレートにて１プラークが検出されております。投与14日目以降はプラークは検出され

ておりません。 

 投与直後に、気管支リンパ節、気管内ぬぐい液、鼻腔内ぬぐい液にて、最大で8.3×10５ PFU/gで検出され

ておりますが、いずれも投与３日目以降はプラークは検出されておりません。血液、腎臓、脳、肝臓及び脾

臓ではプラークは検出されておりません。 

 以上のことから、経気道投与による感染性、病原性、毒性及び生残性は認められなかったと結論づけてお

ります。 

 次に、静脈内投与試験についてです。 

 こちら、８ページから９ページの方を御覧ください。 

 こちらは原体を用いまして、ラット雌雄にて実施しております。動物当たり、1.0×10７ PFUを静脈投与し

ております。 

 試験の結果ですけれども、死亡はなく、毒性兆候も認められませんでした。 

 体重についても、影響は認められておりません。 

 肉眼的病理検査の結果ですけれども、異常は認められておりません。 

 体内における生残状況ですけれども、脾臓において、投与直後1.8×10５～7.7×10５ PFU/gで検出されてお

ります。投与３日目に１×10２～４×10２ PFU/g検出されております。７日目には３プレート中１プレートに

て１プラークが雄２匹にて検出されておりますけれども、投与14日目以降はプラークは検出されておりませ

ん。投与直後、腎臓、肝臓、小腸、大腸、鼠経リンパ節、血液にて、最大で4.5×10４ PFU/gで検出されてお

りますが、いずれも投与３日目以降、プラークは検出されておりません。また、脳ではプラークは検出され

ておりません。 

 以上のことから、静脈投与による感染性、病原性、毒性及び生残性は認められなかったと結論づけており

ます。 

 次に、細胞培養試験についてです。 

 本剤はファージになりますので、細胞培養試験を実施しておりますが、感染性試験と細胞毒性試験、それ

ぞれに分かれております。 

 まず、感染性試験についてでございます。 

 こちらは、原体を用いまして、４種類の哺乳類動物細胞にて実施しております。動物細胞１セル当たり、
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５PFUの濃度となるように調整し投与しております。 

 結果の概要ですけれども、細胞変性の有無はなく、感染を示唆する異常は認められておりません。 

 また、感染の有無についてですけれども、全ての培養上澄み中に検出限界以上の被験微生物が検出されて

おり、培養細胞に十分な量の被験微生物が暴露されていたと考えられます。 

 ＣＶ－１、ＷＩ－38及びＳＨＯＫ細胞では、培養細胞抽出液から被験微生物は検出されておりません。ま

た、ＮＨＥＫ細胞では、接種後１日に培養細胞抽出液中に１×10 PFU/mLで検出されておりますが、培養上澄

み中のものが細胞回収時に残留したものと推察されており、細胞内への侵入を示唆するものではないと判断

しております。 

 ページ、めくっていただいて、10ページになります。 

 以上のことから、動物細胞における感染性は認められなかったと結論づけております。 

 次に、細胞毒性試験についてです。 

 こちら、先ほどの感染性試験と同じ動物細胞４種類を用いまして、原体を用いて実施しております。細胞

培養のシャーレ当たり、1.0×10５ PFUを投与して実施しております。 

 試験の結果ですけれども、ＣＶ－１細胞では、処理群のコロニー数は被験試料培養液対照群及び非処理対

照群に比べまして有意に低値を示しましたが、背景データの正常値の範囲内であったことから、被験物質の

影響ではないと判断しております。また、ＷＩ－38細胞、ＮＨＥＫ細胞及びＳＨＯＫ細胞では、処理群のコ

ロニー数は被験試料培養液対照群及び非処理対照群との間には有意差は認められておりません。 

 以上のことから、細胞毒性は認められなかったと結論づけております。 

 次に、製剤を用いました眼刺激性試験についてです。 

 製剤を用いて、ウサギにて実施しております。投与量は2.0×10９ PFUで実施しております。 

 洗眼群、非洗眼群、実施されておりますけれども、いずれも全ての動物において、眼刺激性は認められて

おりません。 

 次に、皮膚感作性試験についてです。 

 こちらはモルモットを用いまして、製剤で実施しております。投与量は、予備試験の結果で刺激が出ない

濃度として、8.0×10６ PFU/mLを投与量として設定されております。 

 ページ、めくっていただきまして、11ページに結果の概要を示しております。 

 全ての動物において、体重の変動及び皮膚反応はなく、感作性は認められなかったと判断しております。 

 11ページで、毒性試験の概要についてまとめております。 

 青枯病菌感染性バクテリオファージを用いた単回経口投与試験において、一般状態において異常は認めら

れず、死亡も認められませんでした。また、体重変化及び剖検についても異常は認められておりません。糞
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便からは本ファージが検出されておりますけれども、投与７日目には１×10２ PFU/g、投与14日後にはプラー

クは検出されなくなっております。 

 以上のことから、青枯病菌感染性バクテリオファージに生残性及び感染性はないと考えられております。 

 また、本ファージを用いた単回経気道投与試験において、呼吸音異常が雄７例及び雌２例で認められてお

りますが、対照群においても同様の症状が認められたことから、当該所見は経気道投与に伴う非特異的変化

と考えられました。体重については、試験期間中に異常は認められておりません。 

 青枯病菌感染性バクテリオファージに毒性及び病原性はないと考えられました。 

 また、生残性試験では、投与後14日以降の検査では、いずれの検査対象器官・組織及び血液においてもプ

ラークは検出されておりません。 

 また、本ファージを用いた細胞培養試験において、感染性及び細胞毒性は認められておりません。 

 各種毒性試験の結果から、感染性、病原性、毒性及び生残性は認められなかったと判断しております。 

 また、毒性試験とは別に、本ファージについて製造中などの事故事例を調査しておりまして、過敏性反応

等の事例は報告されておりません。 

 各毒性試験の結果概要を表４－９に示しております。 

 ページ、めくっていただきまして、12ページ目に毒性試験の結果を踏まえた、本剤についての被害防止方

法について、案を記載しております。 

 本剤は毒性試験の結果から、解毒方法ですとか被害防止方法についてはいずれも該当なしと考えておりま

す。 

 また、４．２としまして、農薬使用者暴露許容量（ＡＯＥＬ）と急性農薬使用者暴露許容量（ＡＡＯＥＬ）

について記載してございます。 

 文献調査の結果、動物又は人への病原性についての言及はありませんでした。また、青枯病菌感染性バク

テリオファージは、第一段階試験の単回経口投与試験、経皮投与及び経気道投与試験において、感染性、病

原性、毒性及び生残性は認められず、人に対する安全性は問題ないと考えられるため、第二段階以降の試験

は不要と判断し、農薬使用者暴露許容量及び急性農薬使用者暴露許容量の設定は不要と考えました。 

 毒性については以上でございます。 

○農薬審査官 農薬審査官の●●●です。 

 それでは、引き続きまして、家畜に対する影響、その他の生物に対する影響について説明します。 

 資料の13ページを御覧ください。 

 まず、ミツバチに対する影響試験ですが、ミツバチへの暴露はないということから、試験は省略されてお

ります。 
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 ５．１．３の評価結果にまいりまして、本剤の適用方法はトマト定植前のポット浸漬であり、ミツバチが

本剤に暴露し得る経路としては接触暴露及び経口暴露が該当します。 

 本剤の使用時期、使用方法及び本剤の地上部への移行性から、以下の理由により、接触暴露及び経口暴露

ともにミツバチへの暴露の可能性はないと想定されます。 

 定植前のトマトは幼苗期であり、ポット浸漬処理中にミツバチが接触暴露することはないと考えられるこ

と。 

 ポット浸漬により、根部に付着した本剤は、土壌の青枯病菌に防除効果を発することより、根域にとどま

っていることが推察されること。 

 ファージ剤をトマト苗の根元に灌注処理し、定植後30日までの根、茎部位への移行性を検討したところ、

表５－１のとおり、定植後７日の地上部（茎全体）では0.009×10４ PFUが検出されたが、処理後１日、14日、

30日の地上部（茎全体）では、0.0001×10４ PFUと極めて微量であったこと。 

 したがって、申請の使用方法においては、ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはないと考えられる

としております。 

 次に、５．１．２、毒性及び感染性の有無から付される注意事項については、ミツバチへの暴露の可能性

がないため、注意事項は要しないとしております。 

 続きまして、14ページ蚕に対する影響ですが、結果としまして、処理区での死亡率は対照区と同程度であ

り、死亡個体について、本微生物の影響は認められておりません。処理区の観察項目は対照区と同程度で、

影響は観察されなかったことから、蚕に対して影響を及ぼすおそれはないと判断しました。 

 次に、15ページからの６、その他の生物に対する影響試験についてです。 

 15ページからの原体を用いた植物影響試験があります。 

 そして、16ページから、原体を用いた３種類の標的外昆虫等に対して行った影響試験があり、 

 18ページに、原体を用いた土壌微生物影響試験がありますが、これらのいずれにおいても影響は認められ

ておりません。 

 説明は以上となります。 

○農薬審査官 ●●●です。 

 次に、青枯病菌感染性バクテリオファージＲＫＰ181、生物農薬評価書（非公表）の説明をさせていただき

ます。 

 資料の２ページを御覧ください。 

 まず、農薬原体の品質管理方法になります。 

 ○○○。 
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 次に、品質管理の方にまいります。 

 ○○○。 

 次に、原体規格に移ります。 

 ○○○。 

 次に、実際の農薬の組成分析にまいります。 

 ○○○。 

 次に、製剤の品質管理にまいります。 

 ○○○。 

 原体及び製剤の製造方法及び品質管理については以上になります。 

○●●● 御説明ありがとうございました。 

 それでは、資料３の説明に関しまして、御質問、御意見等を承りたいと思います。委員、専門委員の皆様、

いかがでしょうか。 

 ●●●ですけれども、とても細かいところなんですが、ちょっと２点確認させていただきたいと思います。

すみません、これまで気が付かなくてですね。 

 まず、最初の３ページをちょっと出していただけたらと思うんですが。ここで確認なんですけれども、こ

の学名のところで、RKP181まで学名にするという理解なんでしょうか。先ほど、種名はRKP181まで入れると

いうような御説明だったんですけれども、そうすると、学名がRKP181で株もＲＫＰ181って、重なってしまう

ような気がするのが１つですね。 

 それと、通常、ＲＫＰ181のように菌株番号を添える場合には、これは斜体にしないということ。それから、

門から科までは、通常は斜体にしないで立体で表すというのが普通だと思うんですが、それに関して情報を

頂ければと思います。 

○農薬審査官 最初の御質問の種名の決定につきましては、宿主の属名とウイルス、あと株名ということで

種名としております。 

○●●● それは、ＲＫＰ181は斜体でよろしいかどうか、確認をお願いします。 

○農薬審査官 今すぐに御回答できませんので。 

○●●● 後で結構ですので。 

○農薬審査官 後で、申し訳ございませんが、よろしくお願いします。 

○●●● それと、そうすると学名の表記はどうなるんですかね。種の後に、普通、株番号を付けますよね。

そうすると、ＲＫＰ181が学名に株名が重なるのはよろしいんでしょうか。上は省略していますよね、登録名

のところ。 
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○農薬審査官 上はそうですね。 

○●●● 分かりました。ここのところを確認していただければと思います。 

○農薬審査官 はい。 

○●●● あと、すみません、本当に細かいところなんですけれども、最後の非公開の資料のページ２のと

ころで、１か所、○○○が○○○になっているところがありましたので、それ、修正していただいて。○○

○になっているんですけれども、これは間違いですか。 

○農薬審査官 

 こちら、確認させていただいて、誤記であれば、修正させていただきます。 

○●●● 後で、それで修正していただければと思います。 

 ほか、委員の先生方、いかがでしょうか。 

○●●● まず、２つあるんですけれども、１つ目は５ページのところです。５ページの組成のところで、

青枯病のバクテリオファージが１×1010 PFU/mLの濃度で、これは販売されると思うんですが、この液剤とい

うのは何ccで販売しているものなのかということを教えていただければと思います。それは、４．２に関連

するのかなと思いまして、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○農薬審査官 今、確認しておりますので、次の御質問を。 

○●●● そうですか。といいますのは、４．２のところで、農薬使用者、それから急性農薬使用者暴露許

容量というところなんですけれども、この定義というのは化学物質の農薬と同じようにされていると理解し

ているんですけれども、それでよろしいんですよね。 

 こういう生物製剤の場合というのは、微生物リスクの評価法と同じような方法を取ることはないのかとい

う疑問が湧きまして。保存状態で増えることはないと考えた場合と、保存状態が悪い場合は増える場合があ

ると考えた場合には、まず増えないようにする流通、それから保存のところをきちんと押さえて、そして何

か月以上たったときにどのくらいの量で、それでそれは安全性があるというような、そういう考え方が必要

なのかなと思ったんですが、いかがでしょうか。 

○農薬審査官 ●●●、ありがとうございます。 

 まず、どういった包装で販売されるかだけ、取り急ぎ回答させていただきます。販売容器はポリプロピレ

ンですね。100 mL、250 mL、500 mL、１ Ｌの計４種の入った形で販売する予定になっております。 

○●●● そうすると、ここに書いてある1010が100倍と500倍と1,000倍になるわけですよね。 

○●●● /mLですので。/mLで、PFU/mLなので、これは変わらないんじゃないでしょうか。 

○●●● トータルの菌数は変わっては来ないですか。 

○●●● トータルのファージの菌数は変わりますけれども、全て表示が/mLになっていますので。 
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○●●● /mLで、毒性試験をやっているかというと、毒性試験は10８とか10６とかの、1010より低いんですけ

れども、これは構わないのでしょうか。 

○●●● PFUですよね。 

○●●● PFUです。これは構わない、よろしいという。 

○●●● じゃないでしょうか。あと、ファージですので、ボトルの中で増えることはなくて、細胞内、感

染して増えることはありますけれども、感染しないところでは増えないという理解をしているんじゃないか

というふうに思いますが、違いますでしょうか。 

○●●● 分かりました。いや、皮膚なんかの場合というのは、今回は皮膚毒性が見られないということな

ので、そういう心配はないかと思うんですけれども。細胞の場合は人の正常表皮細胞を使って、あと、肺で

も影響がないということを証明しているので、●●●がおっしゃるみたいに毒性に関しては問題はないのか

なと思うんですけれども、農家さんがこれを使われるときの保存法みたいなものというのが、４℃で保存す

るということをきちんと決めておけば、普通の微生物の考え方はそれほど適用しなくてもいいものなんでし

ょうか。 

○●●● そうですね。そこを議論しなくちゃいけないのかもしれなくてですね。ただ、ウイルスの特性と

して、通常、我々が思っているところは、感染しない場合にはただ単に培地の中に入っているだけで、自己

増殖能ありませんので増えることはない。だから、４℃よりも高くなると、逆に減る一方であって、４℃で

保存をしていれば、この数が維持できるという理解をしているんですが、皆様がそういう理解をしていただ

けるかどうかというのはまた、特に一般の方がですね。そういうところは考えなくちゃいけないのかもしれ

ませんね。 

 いかがでしょうか、何か。●●●。 

○●●● ウイルスの場合は、先ほど●●●もおっしゃったとおり、自己増殖できないので、宿主となるホ

ストの生きている細胞の中でしか増えられないということがあります。なので、この製剤の中に、もし青枯

病菌が混じっていて、かつ、それが増えられるような状況にある場合は、ファージが増える可能性はあるけ

れども、現在、ファージ以外のものとしては水ということになっていますし、青枯病菌が増えられるような

培地の成分がないということ、それから温度が４℃であるということを考えると、青枯病菌が増えることは

ないだろう。そうすると、ファージ自体が製剤の中で増えるということも考えられないのかなというふうに

思います。 

○●●● ありがとうございました。 

 的確に保存されているということであれば、増えないということは理解できました。ありがとうございま

す。 
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○●●● ありがとうございます。 

○●●● もう一つ、よろしいですか。 

○●●● お願いいたします。 

○●●● もう一つはミツバチのところでございますが、13ページのところで、これも細かいこととおっし

ゃるかもしれないんですが、表の５－１に載っていますデータというのは地上部への移行性についてという

ことで、１日目は３×10４あったものが、30日目にはそれの１万分の１くらいに減っているということなので、

当然、地上部への移行というのはそれだけ少なくなっているから心配はない。このデータからはそういうこ

とが言えるんですが、もし、ここに青枯病菌があった場合というのは、当然ファージが増えると思うんです

けれども、それに対しての試験というのはここでは必要ないものなんでしょうか。 

○●●● 分かりました。今の●●●の御質問は、青枯病菌がいる場合にはそこでファージが増えるはずだ

から、かつ、青枯病菌は維管束を、例えば経由するなどして地上部へ移行するから、そういう条件を検討し

なくてよいのかという御質問ですね。 

○●●● はい。ミツバチに対しての影響という。これはそういうことで評価していらっしゃるんですか。

それも含めてかなという。 

○農薬審査官 ●●●です。 

 こちらに関しては、申請者に確認をしたのですが、これ、青枯病菌の存在下でも試験行っており、同様の

結果が得られているという答えを得ております。 

○●●● そうしますと、ファージが増えないんですね。青枯病がいても。 

○農薬審査官 そうですね。そういう結果と聞いております。 

 また、この剤は青枯病菌の増殖の前に予防的に使用するものでありまして、青枯病菌が蔓延している状態

での使用というのは、まず想定はされていないということがあります。 

○●●● 集まってくるんですよね、たしか。 

○農薬審査官 根域のところには、そうですね。 

○●●● 30日に至っては、もう根絶してしまってなくなってしまうという、そういうふうに考えるという

ことですね。分かりました。ありがとうございます。 

○農薬審査官 そうですね。 

○●●● ありがとうございます。 

 例えば、今出していただいている５．１の「したがって」の上のところに、例えば青枯病が存在する圃場

試験ですかね、ポットですかね。ポットですよね。 

○農薬審査官 そうですね、ポット試験だと思います。 
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○●●● それを入れることは可能ですか。 

○農薬審査官 確認して、検討いたしますので。 

○●●● そうしましたら、同様であったというような文を入れられるかどうかというのを確認していただ

いてと思います。 

○●●● よろしいでしょうか。追加で入れるのであったら、条件をきちんと書いた方がいいんじゃないか

なと思うんです。青枯病菌をどのぐらい接種して行ったものかとか、そういう情報もあった方がいいと思い

ます。その辺りの、ホストと、それからファージとの存在割合が余り不明な状態で、問題なかったというふ

うに書くことは余りよろしくないと思うので、追加して書くのであれば、条件も明記した方がいいと思いま

す。 

○農薬審査官 承知しました。確認をします。 

○●●● それをやると、かなりの部分を書かなくちゃいけないですが、逆にその試験において、青枯が発

病したのか、しないのかというようなことも書かなくちゃいけなくなりますかね。例えば、ファージが青枯

病菌を抑え切れていないんだったら、当然地上部へ上がらないだろうし。逆に抑えちゃえば、青枯病菌が死

滅しているんで、上がんないだろうし。なかなか、評価が難しいかもしれないですね、書くと。 

○●●● よろしいですか。それから、もう一つ、ここがミツバチへの影響の評価であるというところも一

つあって。この部分でそこまで書かなくてはいけないかとか、この後の類似のファージの農薬が出てきたと

きにどういうふうに扱うかとか、そういうことにも影響するような気もするので、ちょっと難しいところも

あるなと今感じました。 

○●●● そうですね。維管束の中に入っていても、ミツバチがそれに暴露されることはないでしょうから。 

○●●● よろしいでしょうか。一般的にはトマトはミツバチが訪花しない植物なので、実際にそこにトマ

トの植物体があっても、例えばそれに何らかの農薬を使うという場面でも、ミツバチは行かないので、ここ

の表現は、もう少しシンプルでもいいのかなというふうには思っています。 

○●●● 分かりました。ありがとうございます。 

 そうしたら、ここはこのままでということでよろしいですか。●●●、よろしいですか。 

○●●● はい。最初にミツバチは行かないということがちゃんと伝われば、問題がないかなと思います。

専門家はきっとミツバチは行くわけないよと常識的に思われると思うんですけれども、ぱっと見たときに、

こういう地上への移行性まで書いてあると、そこまで深く考えちゃうというか疑問に私は思ったということ

でございます。 

○●●● ありがとうございます。 

 この試験自体がミツバチを使っていない試験ですよね。最初のところに、接触暴露と経口暴露が該当する



  

 

 17

と書いてありながら、トマトにファージが移行しているかどうかを見ているという。本当にミツバチに対す

る影響の答えになっているのかというところを考えなくちゃいけないですかね。 

 ●●●、どうでしょうか。 

○農薬審査官 ●●●です。 

 ハチが好む、好まない作物というのは我々の方でも整理しておりまして、特に好まない作物というのは規

定しているのですが、好むという観点では規定しておりません。このトマトに対して絶対に行かないかにつ

いては、トマトを暴露の除外の作物の対象とはしていないので、今回このような評価とさせていただいたと

いうところでございます。 

○●●● どうでしょうか。蚕の試験では、実際に食べさせたりしているわけですよね。いかがですか。こ

の５．１．３に関しては、どうするのがよろしいか、御意見を頂けますか。実際にミツバチに対する影響を

直接見ているというよりは、ミツバチは接触暴露及び経口暴露が基本的にはないであろうという、一つの傍

証として、トマトの根部にかけた場合に上には行きませんというデータを示すことで、それを示しているか

というところなんですが。 

 先ほど●●●がおっしゃったもっと簡単にというのは、要するに、ミツバチへの接触暴露及び経口暴露は

ないと想定されるということだけでいいだろうというような意味でしょうか。 

○●●● 

 使用方法というところがかなり大きいところだろうと思うんですけれども。地上部への移行性を論じなき

ゃいけないかどうかというのが、少し疑問だなとは思っていました。 

○●●● 地上部への移行性というのは、結果的には経口暴露の何をみているのでしょう。 

○農薬審査官 経口暴露というのは花粉、花蜜経由の暴露なので、地上部にもし行っていなければ、当然、

花粉、花蜜にも行かないだろうということを言うために、申請者がこのようなうデータを出してきたという

ところです。 

○●●● 接触暴露及び経口暴露が該当するって、接触暴露はどこで考えているんですかね。 

○農薬審査官 接触は、使用の方法から、まずないだろうということですね。 

○●●● さっきの１つ目ですよね。 

○農薬審査官 はい。経口暴露はあり得るので、今申し上げたような、地上部、いわゆる、ひいては花粉、

花蜜への移行というのはないということを言いたいために、この試験が行われているということですね。 

○●●● そうすると、この３つ目のポチのところに、地上部では0.0001×10４ PFUと極めて微量で、地上部

への経口暴露も想定されないという一言を入れておきますか。どうでしょうか。 

○●●● ●●●ですけれども、この表の５－１があるので、こういうデータが出ちゃうと、どうしてもそ
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こに目が行ってしまうんですけれども、意味的にはそういうことであれば、この表は書かなくてもいいんじ

ゃないかなと。もっと簡単に、接触、それから経口暴露がない、極めて低いとか、そういう言葉だけの方が

理解しやすいかなと思ったりしましたけれども。 

○●●● 表と同じデータが上に書かれてあるので。どういたしましょうか。例えば５－１だけ削除すると、

表の５－２の番号を変えることになりますけれども、そういうことは可能ですか。表はあった方がよろしい

ですか。 

○農薬審査官  

 事務局としましては、今のお話がありましたので、申請者に経口暴露に関しての全体的な考察を求め、そ

れに試験が入ることもあり得るという形にしたいのですが、いかがでしょうか。 

○●●● 分かりました。じゃ、表を残すか削るのかも含めて、あるいはほかの先ほどの試験も入れるかど

うかも含めて、経口暴露がほとんどないという、可能性がないということを記述していただくように修正を

求めるということですね。あるいは、修正が不要かの意見ということもあり得ますけれども。そういう理解

でよろしいですか。 

○農薬審査官 さようでございます。 

○●●● はい、分かりました。じゃ、そうさせてください。必要でしたらあとは次回に審議させていただ

くという形にさせていただきます。 

 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、農薬取締法第３条第１項の農薬の登録に関わる生物農薬、青枯病菌感染性バクテリオフ

ァージＲＫＰ181の評価に関する事項については一部修正を求めるということで、その修正がそう量が多くな

い場合には私に御一任いただく、もしくは大幅な修正になる場合には次回の生物農薬の評価部会までに修正

を頂いて、皆さんに共有するという形のいずれにするかは事務局の方から教えていただくようにいたします。 

 以上で、ＲＫＰ181に関する審議は終了とさせていただきます。ありがとうございます。 

 それでは、一旦、事務局、お返しするんでしょうか。 

○農薬対策室長 ありがとうございます。 

 今、おまとめいただいたとおりでございまして、私どもの方で申請者に求めた上で、改めて御相談をする

ことといたします。今の時点で部会決定ということになりませんので、改めて御相談するということで、次

の議事に進んでいただければと存じます。 

○●●● 分かりました。そのようにさせていただきます。 

 それでは、次の議事の２つ目として、ボーベリア バシアーナＡＴＣＣ74040生物農薬評価書（案）に対す

る意見募集の結果に対する考え方についての審議に入りたいと思います。 
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 資料の４を御覧いただきたいと思います。 

 農薬審査官から、資料４に基づいて説明いただきます。よろしくお願いいたします。 

○農薬審査官 ●●●でございます。 

 資料４、ボーベリア バシアーナＡＴＣＣ74040、こちらのパブリックコメントに対する回答ということで

御説明させていただきます。 

 意見の募集の対象となりましたのは、令和４年10月７日に御審議いただきました、ボーベリア バシアー

ナＡＴＣＣ74040生物農薬評価書（案）でございます。 

 意見募集期間は令和４年12月26日～令和５年１月24日までです。 

 意見募集の結果、御意見が１件寄せられております。 

 提出された御意見と、御意見に対する考え方を説明させていただきます。 

 なお、寄せられた御意見１件のみですが、内容が多岐にわたるため、一問一答形式で御説明したいと思い

ます。 

 まず、冒頭の御意見。 

 以下、意見を言う。総じて言うと、ミツバチへの悪影響と人健康被害の発生の懸念があるから、使用は余

りよくないのではないかと思われた。以下、部分ごとの意見であるという御意見です。 

 この御意見に対する考え方ですが、微生物農薬を含む生物農薬は、評価法が化学農薬と異なります。この

ため、農薬の登録、変更登録に係る農業資材審議会の審議の進め方（令和４年６月22日農業資材審議会農薬

分科会決定）に基づき、生物分野に高い知見を有する専門家で構成する生物農薬評価部会において、農薬原

体の成分の種類及び含有濃度の設定、農薬使用者への影響、ミツバチへの影響等に関する事項を審議してい

ますとの回答案を作成しております。 

 次以降、各論への回答案となります。 

 １．２．５、生物学的性質。（１）生育条件。生育温度のうち、最適温度帯より上の温度については書か

れていても、下の温度については記載がない。最適温度帯より下の温度についても興味が持たれるものであ

り、管理上重要性があるものであるので、記載を行うべきと考える。 

 （３）生活史において、低温度における記述が部分的にあるが、（１）生育条件において、僅かに生育す

るような温度についての記述があるのが望ましいと考える。最適温度より１℃でも低ければ生育しないのか、

それとも３℃程度低くても僅かに生育するのかなどは気になるところであるので、最適温度帯より上の場合

と併せて、記述を行うのがよいのではないかと考えるという御意見です。 

 この御意見に対する考え方に対しまして、本剤の生物学的性質に関し、評価書においては、生育条件とし

て「最適温度」という記載をしていますが、最適温度より高い場合、低い場合はいずれも生育は緩慢、休止
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となるため、最適温度を記載することにより、ボーベリア バシアーナＡＴＣＣ74040菌株（以下、本菌株と

いう）における生育条件については適切に記載できているものと考えておりますとの回答案をしています。 

 なお、こちら、回答案には記載はしておりませんが、ボーベリア バシアーナＡＴＣＣ74040生物農薬評価

書（案）においては、本菌株は33℃で僅かに生育し、36℃では発芽生育せずというふうな記載をしておりま

す。 

 また、経時安定性試験、こちらの結果から、４℃で12か月保存した場合であっても、生存の分生子数、外

観には問題なかったとしております。 

 次、（５）毒素の存在又は産生及びその性質。マウス及びヒト細胞株に対する毒性があるのは、かなり好

ましくなく思われる。主として、キチン質分解の効果が本生物農薬の効果の中心になると思われるのである

が、Beauvericinの産生がない株の生産及び商品化が行えるようになるまで、使わない方がよいのではないか

と思われた。 

 本生物農薬は環境への拡散性があると思われるものであるし、また入手性もそれなりにあるものと思われ

るのであるが、そのような農薬について、Beauvericinのようなものが産生されるのはよくないので（人への

攻撃なども使われるかもしれない。日本には、そのようなことを好んで行うものたちが多数いるであろう。

何せ、白癬菌などによる人への傷害は法務省も（長年）推進しているのである。（刑事施設（及びその収容

者（釈放後含む））の実態を見るに、間違いなくそうであるはずである。あれは故意である）本生物農薬は

使わないようにすべきと考える。 

 なお、毒性評価については、対象の周辺環境中でのBeauvericinの産生による影響が考慮されるべきではな

いかと考えるのであるが、それはなされていないようにみえるという御意見です。 

 この御意見に対する考え方としまして、一般的にボーベリア バシアーナではBeauvericinが産生されるこ

とが知られており、Beauvericinはマウス及びヒト細胞株に対する毒性等が報告されています。 

 一方、本菌株は、原体及び製剤を用いた、人に対する影響に関する試験（単回経口投与試験、単回経皮投

与試験及び単回経気道投与試験等）結果において、有害な反応は認められないことから、本剤製造に伴い産

生されたBeauvericinの濃度においては毒性が認められないと判断しております。 

 なお、本剤の試験時等の被害事例の報告はなく、既に登録を受けて使用されている株違いのボーベリア 

バシアーナについても、製造時、使用時における被害事例の報告はありません。 

 ５．１ミツバチに対する影響。ミツバチに対しては、当然に、少なくともキチン質分解の効果が大きな影

響を与えるであろうが、試験の結果はそれを裏付けているものと考えられる。 

 菌がミツバチの生活領域に侵入すると、ミツバチの巣及びその近辺には本生物農薬の菌の生育に適した場

所があると思われることから、その悪影響はかなりのものになると考えられるものであるが、かなり厳重な
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管理（クリーンルームレベル。管理の行き届いた植物工場のような施設であれば、達成可能と思われるよう

なレベル）がないと、危険性の排除が行えないのではないかと思われるので、使用は行わないべきと考える。

（基本として、使用しないのが適切と考えるのであるが、被覆資材についてネット等でも可というのはちょ

っとずさんなのではないかと思われることについて意見しておく（網の目（虫への影響もあるものである）

の記述くらいある方がよいのではないか）））。 

 （なお、自然界に存在する菌であるからといって、人間がばらまくべきではないものも多数存在する。上

で述べた白癬菌などについてもそうであるが、どこにどの程度存在するのかといったことについてちゃんと

記述されないと、その使用についての適切性についての説得力は幾分欠けるものになると考えるとの御意見

です。 

 この御意見に対する考えとしまして、ミツバチへの影響については、原体を用いて実施した蜜蜂影響評価

試験（成虫接触暴露試験、成虫接触及び経口暴露試験）結果により、被害防止方法として、接触及び経口暴

露を避け得る閉鎖系施設栽培（側面及び上面がミツバチが通り抜けられない資材で被覆されており、密閉可

能な施設（被覆資材はネット等でも可）であって、原則栽培終了まで作物が施設内にとどまるもの）での使

用に限定することとし、注意事項として、ミツバチの巣箱及び周辺にかからないこと、受粉促進を目的とし

て、ミツバチ等を放飼中の施設では使用を避けることを記載することで対応しています。 

 なお、ミツバチ等を放飼中の施設においても、ミツバチの巣箱内の温度は35℃程度に保たれており、本菌

株が生育するには不適切な温度となっているため、植物体に分生子が残り、それが感染する可能性は低いこ

とが審議されております。 

 また、既に登録を受けて使用されている株違いのボーベリア バシアーナについても、これまで、ミツバ

チへの影響に関する被害事例の報告はなされていません。 

 なお、ボーベリア バシアーナについては、日本を含む世界中の土壌から検出され、農地、自然環境中の

土壌に広く分布しているという知見があり、その存在量は環境条件に応じて変動するものと考えられます。 

 次、蚕に対する影響でございます。すみません、回答の方だけ、以降、御説明させていただきます。 

 蚕への影響については、処理区及び対照区の両方で蚕の死亡率が高まったのは、試験系の高湿度が原因で

あることが考えられ、死亡率に統計的な有意差は認められておらず、また、死亡個体のうち93％以上の個体

は本菌株の感染が確認されておりません。 

 繭調査における蚕の数ですね、こちら、処理区と対照区の間に統計的な有意差は認められておらず、繭層

率（繭重に対する繭の層重（繭がらのみの重量）の割合）も処理区と対照区で顕著な差は認められていない

ことから、蚕に対し、本菌株の影響はないと判断しております。 

 次、６．１、植物に関しての御意見です。 
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 これに対する考え方としまして、植物に対する影響については、植物影響試験の供試植物から、原則とし

て経済的に重要な植物の中から、４科６種以上の双子葉植物、２科４種以上の単子葉植物を選択する。雑草

防除用微生物農薬及び植物病原微生物に近縁の微生物農薬については、上記に加え、標的植物に密接に関連

する植物及び農薬微生物に密接に関連する植物病原微生物に感受性の植物の中から、経済的に重要な植物あ

るいは生態系の維持に有益な植物２種以上を選択し、実施することとしています。 

 本剤は昆虫病原性の微生物農薬ですので、標的植物に密接に関連する植物及び農薬微生物に密接に関連す

る植物病原微生物に感受性の植物には該当しないと考えております。 

 次、６．２、標的外昆虫。これにつきましては、捕食性の虫への影響が低いことについては御指摘のとお

りでございます。 

 ６．３、土壌微生物です。 

 土壌真菌については、散布処理後10日では、処理区と対照区で有意差が認められましたが、菌数はほぼ同

等であり、処理後１日、30日、90日の土壌試料では有意差が認められなかったこと、土壌細菌及び放線菌に

ついては、散布処理後１日では処理区と対照区で統計的な有意差が認められましたが、菌数はほぼ同等であ

り、処理後10日、30日、90日の土壌試料では統計的な有意差が認められなかったことから、土壌真菌、細菌

及び放線菌に対する被験物質の影響はないと判断しましたとの回答案を作成しております。 

 資料４の説明に関しましては以上となります。 

○●●● どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に関しまして、御質問、御意見等、よろしくお願いいたします。１つずつ、

見ていった方がよろしいでしょうか。 

○●●● ちょっと気になったのが、今説明いただいたページの植物に対する影響のところの最後の４行で

すね。「本剤は昆虫病原性の微生物農薬ですので」以降のこの文章がよく分からない。同じような言葉が並

んでいて、さっと頭に入ってこない文章だなと思って。何か工夫ができないだろうかと思った次第です。今

画面の下の方に映っていますけれども、「本剤は」からの「該当しないと考えます」の部分の文章が読んで

もよく分からないというのが、正直なところです。 

○●●● そうですね。最初の「標的植物に密接に関連する植物」というのは、標的植物の仲間という理解

でいいと思うんですけれども、その後の「農薬微生物に密接に関連する植物病原微生物に感受性の植物」、

何を言っているのか。 

  

○●●● 何か、コメントいただいたりできますか。 

○農薬審査官 少々お待ちください。今、検討しております。 
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 修文の内容を検討しまして、また改めて御相談させてください。 

○●●● 今、検討中という意味ではなくて、また別の機会という意味ですか。 

○農薬審査官 はい。 

○●●● そうですか。 

○●●● １点だけ。この標的植物というのは何を指して言っているんでしょうか。 

○●●● 標的植物は農薬を処理する植物のことですよね。 

 

○農薬審査官 ここで言っている標的植物というのは、いわゆる雑草ですね。この場合、雑草を防除する農

薬を言っているので、その対象の雑草です。 

○農薬対策室長 もう少し的確に申し上げます。標的植物と言っているのは雑草なので、雑草を防除するよ

うな微生物農薬があったとした場合に、その雑草に関連する植物で試験をやるべきですよねということです。

もう一個、植物病原微生物を有効成分とする微生物農薬の場合には、農薬微生物に密接に関連する植物病原

微生物に感受性の植物でも試験をやらないと、微生物農薬の影響はちゃんと評価できませんよねというとこ

ろがあります。今回のものは昆虫病原性の微生物農薬なので、その条件には該当しないですよねということ

を、ちょっと分かりにくい文章で言っているということでございます。 

○●●● パブリックコメントに対する回答だと思うので、だとすると、それぞれの言葉の定義がよく分か

らない状態で返しても、一般の方には更に理解しにくくなってしまうような気もします。 

○農薬対策室長 御指摘のとおりと思いますので、コメントのラインがそういうことでよろしければ、表現

はちょっとこちらで工夫をした上で、座長に御相談ということでよろしいでしょうか。 

○●●● はい、分かりました。 

○農薬対策室長 ありがとうございます。 

○●●● すみません、確認ですけれども、今のところって、この横の植物、６．１に対応する答えなんで

すよね。 

○農薬審査官 はい、そうでございます。 

○●●● どこから植物病原菌が出てきたのかなと思って。分かりました。また、じゃ、御相談させてくだ

さい。 

○農薬審査官 よろしくお願いいたします。 

○●●● ほか、いかがでしょうか。 

○●●● 私も今のところ、一番気になっていたんで。あとは、このままでもいいかな。今回のコメント者

は、割合、知識ある方かもしれないけれども、全体に回答が硬過ぎるというか、言葉が的確に返せていない、



  

 

 24

かみ合っていないということが多いので。もう少し柔らかい表現にしてあげないと、意味がないんじゃない

ですかね。もうちょっと意見とコメントがかみ合っていて、一般の人が読んでも分かる日本語で書くべきじ

ゃないかなというふうには思いますけれども。 

○●●● 分かりました。せっかくなので、作成いただいたコメント、上から見ていくというのでいかがで

しょうか。 

 例えば、この（５）の毒素の存在又は産生及びその性質というところで、Beauvericinの話のところは、●

●●、特に問題はなさそうですか。 

○●●● 前回のときにはBeauvericinの話が出ていて、この株は産生濃度が低いというか、産生量が低いと

いう論議があったというふうに記憶しています。その辺のことをも含めて、回答ができるといいのかなとい

うふうに思っていた次第です。 

 そこで、本剤製造に伴い産生されたBeauvericinの濃度においてはと書いてあるので、産生能力が低いので、

ほかのボーベリアと比べて影響が低いということを御説明したらいいのかなというふうには思っていました。 

○●●● 分かりました。Beauvericinの濃度が低くとかということを入れるということかと思いますが。 

○●●● はい。 

○●●● そのほかに、この次のところにもあったように、ボーベリアが割と自然にたくさん存在している

というような記述が評価書のどこかにあったかと思うんですけれども、それに対して、ちゃんと書かれてい

ないだろうというような質問がやはりあるんですが。答えだけじゃなくて、質問もちょっと回りくどいとい

うか、よく分からないですけれども。 

○●●● 白きょう病菌というふうに言われていて、比較的いろんな昆虫から分離される機会の報告の多い

糸状菌だというふうに言ってもいいのかなとは思います。昆虫病原菌としては、広く知られているというこ

とは言えます。 

○●●● ●●●ですけれども、よろしいでしょうか。 

○●●● はい、お願いいたします。 

○●●● ボーベリシンに関しましては、国産でも輸入品の食品からも結構出ていまして。土壌に通常ある

菌で生成され、食品に混入しているということは、もう既に汚染実態調査では分かっていることなので、人

又は動物への毒性については量が問題になるかと思います。 

 先ほどから議論されている濃度の問題というのが、一番大事かなと思っておりまして。人、動物に対して

の影響に関しては厚生労働省の方でも試験をやっていますので、それが食品安全委員会の方で議論されるよ

うになるかもしれませんが、またＪＥＣＦＡとかで議論されるかもしれないんですが、今のところ、ほとん

ど人に対しての影響はないだろうというような見解が得られているので、私としては、ここのお答えのとこ
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ろで、最初には濃度がなかったんですが、先生方の御指摘で濃度を入れたということでよろしいのかなとい

うふうに思っております。 

○●●● 分かりました。この記述でいいんじゃないかという理解でよろしいんですね。 

○●●● はい。 

○●●● 分かりました。 

 いかがでしょうか。 

 そうしましたら、今頂いた御意見を踏まえて、事務局と私とで御相談をして、回答を作るという形にさせ

ていただいてよろしいですか。 

 ありがとうございます。そうしましたら、そのような形にさせていただきたいと思います。どうもありが

とうございました。 

 それでは、ボーベリア バシアーナＡＴＣＣ74040生物農薬評価書（案）に対する意見の募集の結果につい

ての審議は以上とさせていただきます。 

 それでは、事務局にお返しをしてよろしいですか。 

○農薬対策室長 ありがとうございます。 

 御指摘いただいたところについては、修文を提案の上、御相談をさせていただきたいと思います。 

 本議事については以上となります。ありがとうございます。 

○●●● ありがとうございます。 

 それでは、本日の議事は以上となりますけれども、何か、ほかに委員の先生方、ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 ないようでしたら、議事進行を事務局にお返しいたしますので、よろしくお願いいたします。 

○農薬対策室長 どうもありがとうございました。 

 本日は、熱心に御審議いただきまして、厚く御礼申し上げます。 

 今回の議事要旨、議事録につきましては、事務局で案を作成の後、委員の方々の確認を取らせていただき

たいと思っております。事務局案ができましたら、御確認等よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、本日の農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会を閉会いたします。どうもありが

とうございました。 

午後３時１２分 閉会 

 

 


